
別紙２ 

                                 新旧対照表 

                             【関税評価に関する取扱事例について（平成 19 年 6 月 26 日財関第 876 号）】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

1 

改正後 改正前 

（別紙）

 

関税評価に関する取扱事例 

 

１．関税定率法第４条関係 

 (1) 関税定率法第４条第 1項関係 

  イ 関税定率法第４条本文関係 

   (ｲ) 関税定率法第４条第１項に規定する「輸入取引」について 

（事例１）輸入貨物（洋酒）が本邦に所在する買手と売手との間の

売買契約に基づき外国から本邦へ輸入される場合（勧告

的意見 14.1（事例 2）） 

（事例２）輸入貨物（小麦）が第三国の積替港において売手により

小売用に包装された後に本邦に輸入される場合（勧告的

意見 14.1（事例 3）） 

（事例３）輸入貨物（ホテルの備品）が外国から本邦へ輸入される

前に当該貨物について複数の売買が行われる場合（勧告

的意見 14.1（事例 5）） 

（事例４）本邦に所在する買手が購入した外国貨物（椅子）の一部

が直ちに本邦に輸入され、残りが本邦に所在する第三者

に再販売後に輸入される場合（勧告的意見 14.1（事例

6）） 

（事例５）加工契約に基づき輸入される輸入貨物（防弾仕様車）に

係る課税価格の計算方法（事例研究 5.1） 

 

(ﾛ) （省略） 

 

ロ （省略） 

 

(2)  （省略） 

 

２．～４．（省略） 

 

（別紙） 

 

関税評価に関する取扱事例 

 

１．関税定率法第４条関係 

 (1) 関税定率法第４条第 1項関係 

  イ 関税定率法第４条本文関係 

   (ｲ) 関税定率法第４条第１項に規定する「輸入取引」について 

（事例１）輸入貨物（洋酒）が本邦に所在する買手と売手との間の

売買契約に基づき外国から本邦へ輸出される場合（勧告

的意見 14.1（事例 2）） 

（事例２）輸入貨物（小麦）が第三国の積替港において売手により

小売用に包装された後に本邦に輸入される場合（勧告的

意見 14.1（事例 3）） 

（事例３）輸入貨物（ホテルの備品）が外国から本邦へ輸出される

前に当該貨物について複数の売買が行われる場合（勧告

的意見 14.1（事例 5）） 

（事例４）本邦に所在する買手が購入した外国貨物（椅子）の一部

が直ちに本邦に輸入され、残りが本邦に所在する第三者

に再販売後に輸入される場合（勧告的意見 14.1（事例

6）） 

（事例５）加工契約に基づき輸入される輸入貨物（防弾仕様車）に

係る課税価格の計算方法（事例研究 5.1） 

 

(ﾛ) （同左） 

 

ロ （同左） 

 

(2)  （同左） 

 

２．～４．（同左） 
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改正後 改正前 

（事例１）輸入貨物（洋酒）が本邦に所在する買手と売手との間の売買契約

に基づき外国から本邦へ輸入される場合 

 

 

【事実関係】 

１．本邦の買手Ｂは、特殊関係にない本邦の売手Ｓと締結した売買契約に基

づき、売手ＳがＥ国において保管している洋酒を購入（輸入）する。 

２．上記売買契約に基づき、売手Ｓは、上記洋酒のＥ国からの船積み及び輸

出に必要な手配を行い、当該洋酒は買手Ｂにより本邦に輸入される。 

 

【問】 

上記輸入貨物の課税価格を計算するにあたり、本邦に所在する買手Ｂと売

手Ｓとの間の売買は、関税定率法第４条第 1 項に規定する「輸入取引」と認

められるか。 

 

【答】 

１．買手Ｂは、上記輸入貨物をＥ国から本邦へ引き取るために売手Ｓと売買

契約を締結し、当該売買契約に基づき現実に当該貨物を輸入している。し

たがって、買手Ｂと売手Ｓとの間の売買は関税定率法第４条第１項に規定

する「輸入取引」と認められる。 

２．なお、売買が特定の輸出国において行われる必要はなく、売手ＳがＥ

国、本邦又は第三国のいずれに所在するかという事実は、輸入取引の認定

（事例１）輸入貨物（洋酒）が本邦に所在する買手と売手との間の売買契約

に基づき外国から本邦へ輸出される場合 

 

 

【事実関係】 

１．本邦の買手Ｂは、特殊関係にない本邦の売手Ｓと締結した売買契約に基

づき、売手ＳがＥ国において保管している洋酒を購入（輸入）する。 

２．上記売買契約に基づき、売手Ｓは、上記洋酒のＥ国からの船積み及び輸

出に必要な手配を行い、当該洋酒は買手Ｂにより本邦に輸入される。 

 

【問】 

上記輸入貨物の課税価格を計算するにあたり、本邦に所在する買手Ｂと売

手Ｓとの間の売買は、関税定率法第４条第 1 項に規定する「輸入取引」と認

められるか。 

 

【答】 

１．買手Ｂと売手Ｓとの間の売買は、上記輸入貨物を外国から本邦に向けて

輸出することを目的として行われており、当該売買により当該貨物は外国

から本邦へ現実に輸出されている。したがって、当該売買は関税定率法第

４条第１項に規定する「輸入取引」と認められる。 

２．なお、売買が特定の輸出国において行われる必要はなく、売手ＳがＥ

国、本邦又は第三国のいずれに所在するかという事実は、輸入取引の認定

保管倉庫 
 

（Ｅ国） 

売買契約 

洋酒 

船積・輸出手配 

（Sが保管していたもの） 

買手Ｂ 

 

（本邦） 

売手Ｓ 

 

（本邦） 

保管倉庫 
 

（Ｅ国） 

売買契約 

洋酒 

船積・輸出手配 

（Sが保管していたもの） 

買手Ｂ 

 

（本邦） 

売手Ｓ 

 

（本邦） 
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改正後 改正前 

には影響を与えない。 

 

【関係法令通達】 

関税定率法第４条第１項本文、関税定率法基本通達４－１ 

 

注記 

本事例は、上記事実関係を前提とした一般的な答えであり、必ずしも事案

の内容の全部を表現したものではなく、納税者が行う具体的な取引等に適用

する場合においては、この答えと異なる課税関係が生ずることがあることに

留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

には影響を与えない。 

 

【関係法令通達】 

関税定率法第４条第１項本文、関税定率法基本通達４－１ 

 

注記 

本事例は、上記事実関係を前提とした一般的な答えであり、必ずしも事案

の内容の全部を表現したものではなく、納税者が行う具体的な取引等に適用

する場合においては、この答えと異なる課税関係が生ずることがあることに

留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             新旧対照表                     

4 

改正後 改正前 

（事例２）輸入貨物（小麦）が第三国の積替港において売手により小売用に

包装された後に本邦に輸入される場合 

【事実関係】 

本邦の穀物販売業者Ｂ（買手Ｂ）は、特殊関係にないＥ国の穀物卸売業者

Ｓ（売手Ｓ）と締結した売買契約に基づき売手Ｓから小売用に包装された小

麦を購入（輸入）する。当該輸入貨物は、Ｅ国からバルク状で船積みされた

後、Ｔ国の積替港において売手Ｓの費用負担により容器詰め及び包装が行わ

れた後、本邦に輸入される。 

 

【問】 

上記輸入貨物の課税価格を計算するにあたり、買手Ｂと売手Ｓとの売買

は、関税定率法第４条第１項に規定する「輸入取引」と認められるか。 

 

【答】 

１．買手Ｂは、上記輸入貨物を外国から本邦へ引き取るために売手Ｓと売買

契約を締結し、当該売買契約に基づき、現実に当該貨物を輸入している。

したがって、買手Ｂと売手Ｓとの間の売買は関税定率法第４条第１項に規

定する「輸入取引」と認められる。 

２．なお、輸出国がＥ国であるかＴ国であるかは、輸入取引の認定には影響

を与えない。 

 

（事例２）輸入貨物（小麦）が第三国の積替港において売手により小売用に

包装された後に本邦に輸入される場合 

【事実関係】 

本邦の穀物販売業者Ｂ（買手Ｂ）は、特殊関係にないＥ国の穀物卸売業者

Ｓ（売手Ｓ）と締結した売買契約に基づき、売手Ｓから小売用に包装された

小麦を購入（輸入）する。当該輸入貨物は、Ｅ国からバルク状で船積みされ

た後、Ｔ国の積替港において売手Ｓの費用負担により容器詰め及び包装が行

われた後、本邦に輸入される。 

 

【問】 

上記輸入貨物の課税価格を計算するにあたり、買手Ｂと売手Ｓとの売買

は、関税定率法第４条第１項に規定する「輸入取引」と認められるか。 

 

【答】 

１．買手Ｂと売手Ｓとの間の売買は、上記輸入貨物を外国から本邦に向けて

輸出することを目的として行われており、当該売買により当該貨物は外国

から本邦へ現実に輸出されている。したがって、当該売買は関税定率法第

４条第１項に規定する「輸入取引」と認められる。 

２．なお、輸出国がＥ国であるかＴ国であるかは、輸入取引の認定には影響

を与えない。 

 

積替港 
 

（Ｔ国） 

売買契約 

小麦（バルク状） 
小麦（小売包装済） 

買手Ｂ 

 

（本邦） 

売手Ｓ 

（卸売業者） 

（Ｅ国） 

積替港 
 

（Ｔ国） 

売買契約 

小麦（バルク状） 小麦（小売包装済） 

買手Ｂ 

 

（本邦） 

売手Ｓ 

（卸売業者） 

（Ｅ国） 
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改正後 改正前 

【関係法令通達】 

関税定率法第４条第１項本文、関税定率法基本通達４－１ 

 

注記 

本事例は、上記事実関係を前提とした一般的な答えであり、必ずしも事案

の内容の全部を表現したものではなく、納税者が行う具体的な取引等に適用

する場合においては、この答えと異なる課税関係が生ずることがあることに

留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関係法令通達】 

関税定率法第４条第１項本文、関税定率法基本通達４－１ 

 

注記 

本事例は、上記事実関係を前提とした一般的な答えであり、必ずしも事案

の内容の全部を表現したものではなく、納税者が行う具体的な取引等に適用

する場合においては、この答えと異なる課税関係が生ずることがあることに

留意する。 
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改正後 改正前 

（事例３）輸入貨物（ホテルの備品）が外国から本邦へ輸入される前に当該

貨物について複数の売買が行われる場合 

 

 

【事実関係】 

１．本邦のホテルＨｊ、Ａ国のホテルＨａ及びＢ国のホテルＨｂは、いずれ

もＥ国に本部を置く多国籍ホテル・チェーンＨに属しているが、各々独自

の法人格を有している。毎年初めに、ホテルＨｊ、ホテルＨａ及びホテル

Ｈｂは、Ｅ国の本部に、業務上必要な各種備品の購入注文書を提出する。

本部は各ホテルからの全ての注文を取り纏めのうえ、Ｅ国の複数の供給業

（事例３）輸入貨物（ホテルの備品）が外国から本邦へ輸出される前に当該

貨物について複数の売買が行われる場合 

 

 

【事実関係】 

１．本邦のホテルＨｊ、Ａ国のホテルＨａ及びＢ国のホテルＨｂは、いずれ

もＥ国に本部を置く多国籍ホテル・チェーンＨに属しているが、各々独自

の法人格を有している。毎年初めに、ホテルＨｊ、ホテルＨａ及びホテル

Ｈｂは、Ｅ国の本部に、業務上必要な各種備品の購入注文書を提出する。

本部は各ホテルからの全ての注文を取り纏めのうえ、Ｅ国の複数の供給業

供給業者Ｓ 
 

（Ｅ国） 

 

ホテルＨｊ 

 

（本邦） 

本部 
 

（Ｅ国） 

貨物・請求 

ホテルＨａ 
 

（Ａ国） 

供給業者Ｔ 
 

（Ｅ国）

供給業者Ｕ 
 

（Ｅ国） 

貨物・

請求 

貨物・請求 

貨物・請求 

貨物・請求 

貨物・請求 

購入注文書 

購入注文書 

購入注文書 発注 

多国籍ホテル・チェーンＨ 

発注

発注

貨物 

貨物 

貨物 

ホテルＨｂ 

 

（Ｂ国） 

供給業者Ｓ 
 

（Ｅ国） 

 

ホテルＨｊ

 

（本邦） 

本部 
 

（Ｅ国） 

貨物・請求 

ホテルＨａ
 

（Ａ国） 

供給業者Ｔ 
 

（Ｅ国） 

供給業者Ｕ 
 

（Ｅ国） 

貨物・

請求 

貨物・請求 

貨物・請求

貨物・請求 

貨物・請求 

購入注文書 

購入注文書

購入注文書 発注 

多国籍ホテル・チェーンＨ 

発注

発注

貨物 

貨物 

貨物 

ホテルＨｂ

 

（Ｂ国） 
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改正後 改正前 

者に発注を行う。 

２．発注された備品は、供給業者から各ホテルに直接輸出される場合と、供

給業者から本部に納品された後に本部から各ホテルに輸出される場合とが

あるが、いずれの場合も供給業者は本部に対して請求書を送付し、本部か

ら支払を受ける。本部は、供給業者からの購入価格に経費及び利潤を上乗

せした額を各ホテルに請求し、各ホテルより支払を受ける。 

 

【問】 

本邦に所在するホテルＨｊが輸入する上記輸入貨物の課税価格を計算する

にあたり、関税定率法第４条第１項に規定する「輸入取引」と認められるの

は、ホテルＨｊと本部との間の売買か、本部と供給業者との間の売買か。 

 

【答】 

１．ホテルＨｊは、上記輸入貨物をＥ国から本邦へ引き取るために本部に購

入注文書を提出し、本部との売買に基づき現実に当該貨物を輸入してい

る。したがって、ホテルＨｊと本部との間の売買が関税定率法第４条第１

項に規定する「輸入取引」と認められる。 

２．なお、Ｅ国に所在する本部と供給業者との間の売買は当該備品の国際移

動をもたらすものではなく輸出国における国内取引である。  

 

 

 

【関係法令通達】 

 関税定率法第４条第１項本文、関税定率法基本通達４－１ 

 

注記 

 本事例は、上記事実関係を前提とした一般的な答えであり、必ずしも事案

の内容の全部を表現したものではなく、納税者が行う具体的な取引等に適用

する場合においては、この答えと異なる課税関係が生ずることがあることに

留意する。 

 

 

 

 

 

者に発注を行う。 

２．発注された備品は、供給業者から各ホテルに直接輸出される場合と、供

給業者から本部に納品された後に本部から各ホテルに輸出される場合とが

あるが、いずれの場合も供給業者は本部に対して請求書を送付し、本部か

ら支払を受ける。本部は、供給業者からの購入価格に経費及び利潤を上乗

せした額を各ホテルに請求し、各ホテルより支払を受ける。 

 

【問】 

本邦に所在するホテルＨｊが輸入する上記輸入貨物の課税価格を計算する

にあたり、関税定率法第４条第１項に規定する「輸入取引」と認められるの

は、ホテルＨｊと本部との間の売買か、本部と供給業者との間の売買か。 

 

【答】 

１．本部は供給業者から備品を購入した後、当該備品を各ホテルに対して輸

出することを目的として販売していることから、ともにＥ国に所在する本

部と供給業者との間の売買は当該備品の国際移動をもたらすものではなく

輸出国における国内取引である。 

２．ホテルＨｊと本部との間の売買は、上記輸入貨物を外国から本邦へ輸出

することを目的として行われており、当該売買により当該貨物は外国から

本邦へ現実に輸出されている。したがって、当該売買が関税定率法第４条

第１項に規定する「輸入取引」と認められる。 

 

【関係法令通達】 

 関税定率法第４条第１項本文、関税定率法基本通達４－１ 

 

注記 

 本事例は、上記事実関係を前提とした一般的な答えであり、必ずしも事案

の内容の全部を表現したものではなく、納税者が行う具体的な取引等に適用

する場合においては、この答えと異なる課税関係が生ずることがあることに

留意する。 
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改正後 改正前 

（事例４）本邦に所在する買手が購入した外国貨物（椅子）の一部が直ちに

本邦に輸入され、残りが本邦に所在する第三者に再販売後に輸入

される場合 

【事実関係】 

１．本邦の家具卸売業者Ａ（買手Ａ）は、特殊関係にないＥ国の製造業者Ｓ

（売手Ｓ）と締結した売買契約に基づき、売手Ｓから椅子 500 脚を単価２

万円で購入した。 

２．買手Ａは売手Ｓに対し、購入した椅子 500 脚のうち、200 脚については

本邦へ向けて買手Ａを荷受人として輸出し、残りの 300 脚についてはＥ国

内の倉庫に送るよう指図した。 

３．その後、買手Ａは、特殊関係にない本邦の家具販売業者Ｂ（買手Ｂ）と

の間で、Ｅ国内の倉庫で保管していた椅子 300 脚を単価２万５千円で販売

する契約を締結し、Ｅ国の倉庫業者に対し、当該椅子を本邦へ向けて買手

Ｂを荷受人として輸出するよう指図した。 

(注) 上記の価格は、現実の取引に基づくものではなく、便宜上設定した架

（事例４）本邦に所在する買手が購入した外国貨物（椅子）の一部が直ちに

本邦に輸入され、残りが本邦に所在する第三者に再販売後に輸入

される場合 

【事実関係】 

１．本邦の家具卸売業者Ａ（買手Ａ）は、特殊関係にないＥ国の製造業者Ｓ

（売手Ｓ）と締結した売買契約に基づき、売手Ｓから椅子 500 脚を単価２

万円で購入した。 

２．買手Ａは売手Ｓに対し、購入した椅子 500 脚のうち、200 脚については

本邦へ向けて買手Ａを荷受人として輸出し、残りの 300 脚についてはＥ国

内の倉庫に送るよう指図した。 

３．その後、買手Ａは、特殊関係にない本邦の家具販売業者Ｂ（買手Ｂ）と

の間で、Ｅ国内の倉庫で保管していた椅子 300 脚を単価２万５千円で販売

する契約を締結し、Ｅ国の倉庫業者に対し、当該椅子を本邦へ向けて買手

Ｂを荷受人として輸出するよう指図した。 

(注) 上記の価格は、現実の取引に基づくものではなく、便宜上設定した架

買手Ａ 

 

（本邦） 
椅子 200 脚 

売手Ｓ 

（製造業者） 

（Ｅ国） 

貨物代金 \20,000×500 脚 

売買契約（椅子 500 脚） 

買手Ｂ 

 

（本邦） 

倉庫 

 

（Ｅ国） 

売買契約 

（椅子 300 脚）

椅子 300 脚 

椅子 300 脚 

貨物代金 

 \25,000×300 脚 

買手Ａ 

 

（本邦） 
椅子 200 脚 

売手Ｓ 

（製造業者） 

（Ｅ国） 

貨物代金 \20,000×500 脚 

売買契約（椅子 500 脚） 

買手Ｂ 

 

（本邦） 

倉庫 

 

（Ｅ国） 

売買契約 

（椅子 300 脚）

椅子 300 脚 

椅子 300 脚 

貨物代金 

 \25,000×300 脚 
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空のものである。 

 

【問】 

買手Ａが輸入する上記輸入貨物（椅子 200 脚）及び買手Ｂが輸入する上記

輸入貨物（椅子 300 脚）の課税価格を計算するにあたり、関税定率法第４条

第１項に規定する「輸入取引」と認められるのは、売手Ｓと買手Ａとの間の

売買か、買手Ａと買手Ｂとの間の売買か。 

 

【答】 

１．買手Ａによる輸入（椅子 200 脚） 

買手Ａは、売手Ｓとの売買において、椅子 200 脚をＥ国から本邦へ引き

取るために売手Ｓへ指図し、当該売買に基づき現実に当該貨物を輸入して

いる。したがって、売手Ｓと買手Ａとの間の売買（単価２万円）が関税定

率法第４条第１項に規定する「輸入取引」と認められる。 

 

２．買手Ｂによる輸入（椅子 300 脚） 

買手Ａは、売手Ｓとの売買において、椅子 300 脚をＥ国の倉庫へ送るよ

うに指図していることから、椅子 300 脚の売買は本邦へ引き取ることを目

的として行われた売買ではない。 

また、買手Ａは現実に当該貨物を輸入していないことから、売手Ｓと買

手Ａとの間の売買（単価２万円）は関税定率法第４条第１項に規定する

「輸入取引」と認められない。 

買手Ｂは、当該貨物をＥ国から本邦へ引き取るために買手Ａと売買契約

を締結し、当該売買契約に基づき現実に当該貨物を輸入している。したが

って、買手Ａと買手Ｂとの間の売買（単価２万５千円）が関税定率法第４

条第１項に規定する「輸入取引」と認められる。 

 

【関係法令通達】 

 関税定率法第４条第１項本文、関税定率法基本通達４－１ 

 

注記 

 本事例は、上記事実関係を前提とした一般的な答えであり、必ずしも事案

の内容の全部を表現したものではなく、納税者が行う具体的な取引等に適用

する場合においては、この答えと異なる課税関係が生ずることがあることに

留意する。 

空のものである。 

 

【問】 

買手Ａが輸入する上記輸入貨物（椅子 200 脚）及び買手Ｂが輸入する上記

輸入貨物（椅子 300 脚）の課税価格を計算するにあたり、関税定率法第４条

第１項に規定する「輸入取引」と認められるのは、売手Ｓと買手Ａとの間の

売買か、買手Ａと買手Ｂとの間の売買か。 

 

【答】 

１．買手Ａによる輸入（椅子 200 脚） 

売手Ｓと買手Ａとの間における売買（単価２万円）は、椅子 200 脚を外

国から本邦に向けて輸出することを目的として行われており、当該売買に

より当該貨物は外国から本邦へ現実に輸出されている。したがって、当該

売買が関税定率法第４条第１項に規定する「輸入取引」と認められる。 

 

２．買手Ｂによる輸入（椅子 300 脚） 

売手Ｓと買手Ａとの間における売買（単価２万円）は、椅子 300 脚の外

国から本邦への現実の輸出をもたらしていない。 

買手Ａと買手Ｂとの間における売買（単価２万５千円）は、当該貨物を

外国から本邦に向けて輸出することを目的として行われており、当該売買

により当該貨物は外国から本邦へ現実に輸出されている。したがって、買

手Ａと買手Ｂとの間の売買が関税定率法第４条第１項に規定する「輸入取

引」と認められる。 

 

 

 

 

【関係法令通達】 

 関税定率法第４条第１項本文、関税定率法基本通達４－１ 

 

注記 

 本事例は、上記事実関係を前提とした一般的な答えであり、必ずしも事案

の内容の全部を表現したものではなく、納税者が行う具体的な取引等に適用

する場合においては、この答えと異なる課税関係が生ずることがあることに

留意する。 
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（事例５）～（事例 33）（省略） 

 

（事例34）独占販売者により輸入される貨物（自動車）の課税価格 

 

 

【事実関係】 

１．本邦の自動車卸売業者Ｂ（買手Ｂ）は、Ｅ国の自動車製造業者Ｓ（売手

Ｓ）との間で本邦におけるＳ社製自動車の独占販売契約を締結している。 

２．買手Ｂと売手Ｓは、独占販売契約において以下の条項に合意している。 

(1) 売手Ｓは、本邦におけるＳ社製自動車についての独占販売権を買手Ｂ

に許諾する。 

(2) 売手Ｓと買手Ｂは、市場動向と需要予測を基に、本邦における当該自

動車の希望小売価格を毎年設定する。 

(3) 買手Ｂは、上記希望小売価格を基に、当該自動車の購入価格について

売手Ｓと交渉を行う。 

(4) 売手Ｓは、買手Ｂによる当該自動車の２台以上の注文に対し、仕入書

上で買手Ｂの購入価格から 10％の数量値引きを与える。 

(5) 買手Ｂは、その業務をすべて自己の計算で行う。売手Ｓは、買手Ｂに

 

（事例５）～（事例 33）（同左） 

 

（事例34）独占販売者により輸入される貨物（自動車）の課税価格 

 

 
 

【事実関係】 

１．本邦の自動車卸売業者Ｂ（買手Ｂ）は、Ｅ国の自動車製造業者Ｓ（売手

Ｓ）との間で本邦におけるＳ社製自動車の独占販売契約を締結している。 

２．買手Ｂと売手Ｓは、独占販売契約において以下の条項に合意している。 

(1) 売手Ｓは、本邦におけるＳ社製自動車についての独占販売権を買手Ｂ

に許諾する。 

(2) 売手Ｓと買手Ｂは、市場動向と需要予測を基に、本邦における当該自

動車の希望小売価格を毎年設定する。 

(3) 買手Ｂは、上記希望小売価格を基に、当該自動車の購入価格について

売手Ｓと交渉を行う。 

(4) 売手Ｓは、買手Ｂによる当該自動車の２台以上の注文に対し、仕入書

上で買手Ｂの購入価格から 10％の数量値引きを与える。 

(5) 買手Ｂは、その業務をすべて自己の計算で行う。売手Ｓは、買手Ｂに

自動車 

貨物代金 

独占販売契約 

自動車 貨物代金 

買手Ｂ 

（独占販売者）

（本邦） 

顧客Ａ 

（販売業者） 

（本邦） 

売手Ｓ 

(製造業者) 

（Ｅ国） 

自動車 

貨物代金 

独占販売契約 

自動車 貨物代金 

買手Ｂ 

（独占販売者）

（本邦） 

顧客Ａ 

（販売業者） 

（本邦） 

売手Ｓ 

(製造業者) 

（Ｅ国） 
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よる当該自動車の販売に関連して生じる損失について、顧客の債務不履

行を含め、買手Ｂにその補償を行わない。 

３．上記独占販売契約の締結後、買手Ｂは、本邦の自動車販売業者Ａ（顧客

Ａ）に販売するため、売手ＳからＳ社製自動車２台を購入する。買手Ｂと

売手Ｓとの売買はＦＯＢ建てで行われ、買手Ｂは船積み後に貨物の所有権

を取得し、危険を負担することとされている。 

４．売手Ｓから買手Ｂに送付された仕入書の価格は、Ｓ社製自動車２台分の

購入価格である 200 万円から上記契約に基づき 10％（20 万円）が値引きさ

れた 180 万円であり、買手Ｂは、貨物代金として 180 万円を売手Ｓに支払

う。 

５．買手Ｂは、上記輸入貨物に係るＥ国から本邦までの運送について自ら手

配し、当該運送に係る海上運賃及び保険料 50 万円を負担している。 

６．買手Ｂは、輸入した当該Ｓ社製自動車２台を、顧客Ａに 400 万円で販売

する。 

７．なお、売手Ｓと買手Ｂとの間には、関税定率法施行令第１条の８第４号

に規定する関係以外の特殊関係は存在しないことが確認されている。 

(注) 上記の費用の額及び価格は、現実の取引に基づくものではなく、便宜

上設定した架空のものである。 

 

【問】 

上記輸入貨物の課税価格は、どのように計算されるか。 

 

【答】 

１．本事例では、以下の事実が明らかとなっている。 

(1) 買手Ｂは、独立した法人である。 

(2) 買手Ｂは、船積み後に売手Ｓから輸入貨物の所有権を取得し、危険を

負担する。 

(3) 買手Ｂは、顧客Ａによる債務不履行の危険を負担する。 

２．上記の事実を踏まえると、売手Ｓと買手Ｂとの間に上記輸入貨物の売買

が存在し、また、買手Ｂは、外国から本邦へ引き取るために売手Ｓから当

該貨物を購入し、当該売買に基づき現実に当該貨物を輸入していることか

ら、売手Ｓと買手Ｂとの間の売買は、関税定率法第４条第１項に規定する

「輸入取引」と認められる。 

３．また、買手Ｂと売手Ｓとの間で締結されている独占販売契約の条項は、

通常の商慣行に一致するものであり、関税定率法施行令第１条の８第４号

よる当該自動車の販売に関連して生じる損失について、顧客の債務不履

行を含め、買手Ｂにその補償を行わない。 

３．上記独占販売契約の締結後、買手Ｂは、本邦の自動車販売業者Ａ（顧客

Ａ）に販売するため、売手ＳからＳ社製自動車２台を購入する。買手Ｂと

売手Ｓとの売買はＦＯＢ建てで行われ、買手Ｂは船積み後に貨物の所有権

を取得し、危険を負担することとされている。 

４．売手Ｓから買手Ｂに送付された仕入書の価格は、Ｓ社製自動車２台分の

購入価格である 200 万円から上記契約に基づき 10％（20 万円）が値引きさ

れた 180 万円であり、買手Ｂは、貨物代金として 180 万円を売手Ｓに支払

う。 

５．買手Ｂは、上記輸入貨物に係るＥ国から本邦までの運送について自ら手

配し、当該運送に係る海上運賃及び保険料 50 万円を負担している。 

６．買手Ｂは、輸入した当該Ｓ社製自動車２台を、顧客Ａに 400 万円で販売

する。 

７．なお、売手Ｓと買手Ｂとの間には、関税定率法施行令第１条の８第４号

に規定する関係以外の特殊関係は存在しないことが確認されている。 

(注) 上記の費用の額及び価格は、現実の取引に基づくものではなく、便宜

上設定した架空のものである。 

 

【問】 

上記輸入貨物の課税価格は、どのように計算されるか。 

 

【答】 

１．本事例では、以下の事実が明らかとなっている。 

(1) 買手Ｂは、独立した法人である。 

(2) 買手Ｂは、船積み後に売手Ｓから輸入貨物の所有権を取得し、危険を

負担する。 

(3) 買手Ｂは、顧客Ａによる債務不履行の危険を負担する。 

２．上記の事実を踏まえると、売手Ｓと買手Ｂとの間の売買は、上記輸入貨

物を外国から本邦に向けて輸出することを目的として行われており、当該

売買により当該貨物は外国から本邦へ現実に輸出されていることから、関

税定率法第４条第１項に規定する「輸入取引」と認められる。 

 

３．また、買手Ｂと売手Ｓとの間で締結されている独占販売契約の条項は、

通常の商慣行に一致するものであり、関税定率法施行令第１条の８第４号
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に規定する特殊関係の存在を示すものではなく、関税定率法第４条第２項

第１号に規定する制限又は同項第２号に規定する条件にも該当しない。 

４．したがって、上記輸入貨物の課税価格は、関税定率法第４条第１項の規

定により計算されることとなる。具体的には、買手Ｂから売手Ｓへの現実

支払価格（180 万円)に、輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要した

費用（50 万円）を加算した額が、上記輸入貨物の課税価格（230 万円）と

なる。 

 

【関係法令通達】 

関税定率法第４条、関税定率法施行令第１条の８、関税定率法基本通達４

－２、同基本通達４－１８ 

  

注記 

本事例は、上記事実関係を前提とした一般的な答えであり、必ずしも事案

の内容の全部を表現したものではなく、納税者が行う具体的な取引等に適用

する場合においては、この答えと異なる課税関係が生ずることがあることに

留意する。 

 

（事例 35）～（事例 40）（省略） 

に規定する特殊関係の存在を示すものではなく、関税定率法第４条第２項

第１号に規定する制限又は同項第２号に規定する条件にも該当しない。 

４．したがって、上記輸入貨物の課税価格は、関税定率法第４条第１項の規

定により計算されることとなる。具体的には、買手Ｂから売手Ｓへの現実

支払価格（180 万円)に、輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要した

費用（50 万円）を加算した額が、上記輸入貨物の課税価格（230 万円）と

なる。 

 

【関係法令通達】 

関税定率法第４条、関税定率法施行令第１条の８、関税定率法基本通達４

－２、同基本通達４－１８ 

  

注記 

本事例は、上記事実関係を前提とした一般的な答えであり、必ずしも事案

の内容の全部を表現したものではなく、納税者が行う具体的な取引等に適用

する場合においては、この答えと異なる課税関係が生ずることがあることに

留意する。 

 

（事例 35）～（事例 40）（同左） 

 


